
自

立

的

か

つ

持

続

可

能

な

財

政

運

営

を

可

能

と

す

る

地

方

税

財

政

制

度

の

構

築

及

び 

東

日

本

大

震

災

へ

の

対

応

に

関

す

る

決

議 

 

平

成

二

十

六

年

三 

月

二

十 

日 

参

議

院

総

務

委

員

会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

国

・

地

方

を

通

じ

た

厳

し

い

財

政

状

況

の

下

、

特

に

財

政

力

の

弱

い

地

方

公

共

団

体

に

お

い

て

は

、

厳

し

い

財

政

運

営

を

強

い

ら

れ

て

い

る

状

況

を

踏

ま

え

、

政

府

は

、

個

性

豊

か

で

活

力

に

満

ち

た

分

権

型

社

会

に

ふ

さ

わ

し

い

自

立

的

か

つ

持

続

的

な

地

方

税

財

政

シ

ス

テ

ム

を

確

立

す

る

と

と

も

に

、

東

日

本

大

震

災

で

被

災

し

た

地

方

公

共

団

体

が

、

復

旧

・

復

興

事

業

を

円

滑

に

実

施

で

き

る

よ

う

、

次

の

諸

点

に

つ

い

て

格

段

の

努

力

を

す

べ

き

で

あ

る

。 

 

一

、

地

方

交

付

税

に

つ

い

て

は

、

本

来

の

役

割

で

あ

る

財

源

調

整

機

能

と

財

源

保

障

機

能

が

十

分

発

揮

で

き

る

よ

う

、

今

後

も

、

地

方

税

等

と

併

せ

地

方

公

共

団

体

の

安

定

的

な

財

政

運

営

に

必

要

な

総

額

の

充

実

確

保

を

図

る

と

と

も

に

、

法

定

率

の

引

上

げ

を

含

め

た

抜

本

的

な

見

直

し

を

検

討

し

、

特

例

措

置

に

依

存

し

な

い

持

続

可

能

な

制

度

の

確

立

を

目

指

す

こ

と

。 

 
 

な

お

、

交

付

税

の

別

枠

加

算

に

つ

い

て

は

、

巨

額

の

財

源

不

足

に

対

し

て

法

定

率

の

引

上

げ

で

対

応

で

き

な

い

状

況

な

ど

を

踏

ま

え

て

講

じ

ら

れ

て

き

た

措

置

で

あ

る

こ

と

を

十

分

留

意

す

る

こ

と

。 

 

二

、

地

方

税

に

つ

い

て

は

、

地

方

財

政

の

自

主

性

・

自

立

性

を

確

立

す

る

と

と

も

に

、

税

源

の

偏

在

性

が

小

さ

く

、

安

定

的

で

充

実

し

た

財

源

の

確

保

を

可

能

と

す

る

地

方

税

制

の

構

築

を

図

る

こ

と

。

ま

た

、

地

方

税

収

の

減

収

が

生

ず

る

地

方

税

制

の

見

直

し

を

行

う

場

合

に

は

、

適

切

な

財

源

補

填

措

置

を

講

ず

る

と

と

も

に

、

税

負

担

軽

減

措

置

等

の

創

設

や

拡

充

に

当

た

っ

て

は

、

真

に

地

域

経

済

や

住

民

生

活

に

寄

与

す

る

も

の

に

限

ら

れ

る

よ

う

、

慎

重

な

対

処

を

行

う

こ

と

。 

 

三

、

地

方

財

政

計

画

に

お

け

る

歳

出

特

別

枠

に

つ

い

て

は

、

地

方

歳

出

の

実

態

を

勘

案

し

て

、

そ

の

必

要

性

を

検

討

す

る

こ

と

と

し

、

地

方

公

共

団

体

の

意

見

を

十

分

反

映

す

る

な

ど

、

い

や

し

く

も

一

方

的

な

減

額

に

よ

り

、

住

民

サ

ー

ビ

ス

に

大

き

な

影

響

を

与

え

る

こ

と

が

な

い

よ

う

に

す

る

こ

と

。 

 

四

、

巨

額

の

借

入

金

に

係

る

元

利

償

還

が

地

方

公

共

団

体

の

財

政

運

営

を

圧

迫

し

、

諸

施

策

の

実

施

を

制

約

し

か

ね

な

い

状

況

に

あ



る

こ

と

に

鑑

み

、

臨

時

財

政

対

策

債

を

始

め

、

累

積

す

る

地

方

債

の

元

利

償

還

に

つ

い

て

は

、

将

来

に

お

い

て

地

方

公

共

団

体

の

財

政

運

営

に

支

障

が

生

ず

る

こ

と

の

な

い

よ

う

、

万

全

の

財

源

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。 

 

五

、

社

会

保

障

全

体

を

持

続

可

能

な

も

の

と

す

る

上

で

、

社

会

保

障

分

野

に

お

い

て

地

方

公

共

団

体

が

担

っ

て

い

る

役

割

が

極

め

て

大

き

い

こ

と

に

鑑

み

、

社

会

保

障

関

係

費

の

大

幅

な

自

然

増

等

に

対

応

す

る

た

め

、

更

な

る

財

源

の

充

実

確

保

を

図

る

こ

と

。 

 

六

、

地

方

交

付

税

の

算

定

に

お

い

て

は

、

平

成

の

合

併

に

よ

り

、

市

町

村

の

姿

が

大

き

く

変

化

し

た

こ

と

等

を

踏

ま

え

、

住

民

サ

ー

ビ

ス

の

維

持

・

向

上

、

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

の

維

持

管

理

や

災

害

対

応

等

重

要

な

役

割

を

果

た

し

て

い

る

支

所

の

財

政

需

要

、

人

口

密

度

等

に

よ

る

需

要

の

割

増

や

標

準

団

体

の

設

定

等

の

新

た

な

財

政

需

要

に

対

応

で

き

る

よ

う

、

今

後

、

市

町

村

の

実

情

を

勘

案

し

つ

つ

、

更

に

、

こ

れ

ら

の

財

政

需

要

に

確

実

に

対

応

で

き

る

算

定

方

法

を

構

築

す

る

こ

と

。 

 

七

、

地

方

債

制

度

及

び

そ

の

運

用

に

つ

い

て

は

、

平

成

二

十

四

年

度

か

ら

導

入

さ

れ

た

民

間

資

金

に

係

る

地

方

債

届

出

制

度

の

運

用

状

況

を

踏

ま

え

、

財

政

基

盤

が

脆

弱

な

市

町

村

に

対

し

て

は

、

地

方

公

共

団

体

金

融

機

構

の

機

動

的

な

活

用

を

含

め

、

公

的

資

金

の

確

保

と

適

切

な

配

分

に

最

大

限

の

配

慮

を

行

う

な

ど

、

地

方

債

の

円

滑

な

発

行

と

流

通

、

保

有

の

安

全

性

の

確

保

を

図

る

こ

と

。

 

 

八

、

公

共

施

設

等

の

除

却

に

係

る

地

方

債

に

つ

い

て

は

、

地

方

債

の

制

限

を

定

め

た

地

方

財

政

法

第

五

条

の

特

例

措

置

で

あ

る

こ

と

に

鑑

み

、

厳

正

な

運

用

を

図

り

つ

つ

、

地

方

公

共

団

体

の

要

望

に

的

確

に

対

応

す

る

よ

う

努

め

る

こ

と

。

ま

た

、

第

三

セ

ク

タ

ー

等

改

革

推

進

債

に

つ

い

て

は

、

抜

本

的

改

革

に

着

手

し

な

が

ら

そ

の

完

了

が

間

に

合

わ

な

か

っ

た

地

方

公

共

団

体

に

つ

い

て

、

例

外

的

に

経

過

措

置

を

設

け

る

と

い

う

趣

旨

に

鑑

み

、

地

方

公

共

団

体

に

お

け

る

集

中

的

な

取

組

に

よ

り

、

経

過

措

置

が

そ

の

期

間

内

に

確

実

に

終

了

で

き

る

よ

う

最

大

限

配

慮

す

る

こ

と

。 

 

九

、

東

日

本

大

震

災

に

係

る

復

旧

・

復

興

対

策

に

つ

い

て

は

、

被

災

団

体

の

意

向

を

十

分

に

踏

ま

え

、

国

、

地

方

の

連

携

の

下

、

機

動

的

・

弾

力

的

な

対

応

が

図

ら

れ

る

よ

う

、

引

き

続

き

、

万

全

を

期

す

こ

と

。

特

に

、

震

災

復

興

特

別

交

付

税

に

つ

い

て

は

、

復

旧

・

復

興

事

業

の

実

施

等

に

伴

う

財

政

需

要

の

動

向

に

応

じ

所

要

額

の

確

実

な

確

保

を

図

る

と

と

も

に

、

適

時

適

切

な

交

付

に

努

め

る

こ

と

。 

 

右

決

議

す

る

。 


